
安城市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和７年１２月２５日 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

安城市規則第９７号 

 

安城市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 

安城市税条例施行規則（昭和４４年安城市規則第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 様式第１１を次のように改める。 

様式第１１ 



 
 

（表） 

年度 市民税・県民税申告書  
台帳番号  

受付印 

現住所 
 宛名番号  

 個人番号 

(マイナンバー) 
            

年 

１月１日の住所 
 電話番号  

安城市長 

年  月  日 

提出 

フリガナ   生 年 月 日 

氏名  
  

１ 所得金額 

所得の種類 収入金額（円） 必要経費（円） 控  除（円） 

給与 
一般給与 

 源泉徴収票を添付してください。 
源泉徴収票のない方は、裏面５にも記入してくだ
さい。 専従者給与  

雑 

公的年金等  遺族・障害年金等は、含みません。 

業務    

その他    

営業等 
  専従者控除額 

農業 
  専従者控除額 

不動産 
  専従者控除額 

（該当に○）利子・配当 
一時･総合譲渡（短期･長期） 

  特別控除額 

※分離課税分等は、裏面９に記入してください。 

２ 所得から差し引かれる金額（控除を受ける場合は、証明書等が必要です。） 

雑損控除 損害額 円 保険金等補填額 円 

医療費控除 
□ 支払った医療費 

円 
保険金等補填額 

円 □ スイッチＯＴＣ医薬品購入費 

社会保険料控除 
国民年金・国民健康保険 

等の支払金額の合計 円 
小規模企業共済等 
掛 金 控 除 円 

生命保険料控除 
（支払額を記入） 

新 
一般生命 円 

新 
個人年金 円 

介護医療 
円 

旧 
一般生命 円 

旧 
個人年金 円 

 

地震保険料控除 
（支払額を記入） 

地震保険料 
円 

旧長期損害保険料 
円 

※下記赤枠内が未記入の場合は、年末調整済みの給与源泉徴収票又は確定申告書の内容が反映されます。 

なお、判定の時期は、    年１２月３１日の現況です。 

□ 寡婦控除 
□ ひとり親控除 

□ 勤労学生控除 □ 本人障害 

死別・離別・生死不明 （学校名） 身体  級・精神  級・療育   

あ
な
た
が
扶
養
し
て
い
る
親
族 

协
取
り
消
す
場
合
は
劣
右
記
取
消
に
〇
卐 

配 偶 者 の 氏 名 
個人番号（マイナンバー） 

 
生年月日 

 
 

同居･別居（別居の場合の住所） 障害者控除 取
消 

 
・ ・ 

□同居  □別居（        

              ） 

身体 

   

精神 

   

療育 

   

取
消             

配偶者の合計所得金額 円 同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。) □ 

扶 養 親 族 の 氏 名 
個人番号（マイナンバー） 生年月日 

続
柄 

同居･別居(別居の場合の住所) 
障害者控除 

取
消 特定親族（特定親族の合計所得金額）

 
・ ・  

□同居 □別居（        

               ） 
身体 

   

精神 

   

療育 

   

 

取
消 

            □特定親族（             円） 

 
・ ・  

□同居 □別居（        

               ） 
身体 

   

精神 

     

療育 

   

 

取
消 

            □特定親族（             円） 

 
・ ・  

□同居 □別居（        

               ） 
身体 

    

精神 

    

療育 

   

 

取
消 

            □特定親族（             円） 

 
・ ・  

□同居 □別居（        

               ） 
身体 

    

精神 

    

療育 

    

 

取
消 

            □特定親族（             円） 
 

 ３ 市民税･県民税の 
 納付方法 

給与･年金所得以外（  年４月１日において６５歳未満の人
は、給与所得以外）の所得に係る市民税･県民税の納付方法

□自分で納付する（普通徴収） 
□給与から差引き（特別徴収） 

 ４  収入がなかった人の記入欄（収入がなかった人は、必ず記入してください。） 

１ 次の人の扶養又は仕送りを受けていた。 

住所 

氏名 

２ 次のいずれかの給付等を受けていた。 

遺族年金 ・ 障害年金 ・ 雇用保険 

 その他（                ） 

年額               円 

３ 左の１、２に該当しない場合は、生活費をどの
ように工面していましたか。 

貯金 ・ 生活保護 ・ 手当 

 その他（                    ）

※裏面にも記入する欄があります。 



 

                             （裏） 
５ 給与収入の明細 

月 日 給 （円） 日数 月 給 （円） 月 日 給 （円） 日数 月 給 （円） 
収入金額合計 

円 １    ７    

２    ８    勤務先名 
（電話番号） （                ） ３    ９    

４    １０    法人番号 

又は所在地 
 

５    １１    

６    １２    ※源泉徴収をしていない事業所などに勤めている人は、前年中の給与
支払明細書を全てお持ちいただくか、この欄に月別の収入を記入して 
ください。 賞 与 等  賞 与 等  

 
６ 営業所得収支明細                     ７ 農業所得収支明細 

 
 
８ 不動産所得収支明細 

項  目   金  額（円） 項  目   金  額（円） 項  目   金  額（円） 項  目   金  額（円） 

収
入
金
額 

家 賃  
必
要
経
費 

減 価 償 却 費  
必
要
経
費 

損 害 保 険 料  必
要
経
費

  
地 代  貸 倒 金  雑 費    

礼 金 ・ 権 利 金  借 入 金 利 子    ○Ｂ  必 要 経 費 計  
そ の 他  租 税 公 課    ○Ｃ  専 従 者 控 除 額  

○Ａ    計  修 繕 費    所得金額（○Ａ-○Ｂ-○Ｃ）  

 
≪減価償却費（定額法）≫ 

営業・農業・ 
不動産の別 資産の種類 

面積 

又は 

数量 

取得 
年月 

○イ 

取得価格 

○ロ 
償却の基礎に 
なる金額※１ 

耐用 
年数 

○ハ 

償却率 

○ニ 
償却 
期間 

○ホ（○ロ×○ハ×○ニ） 

償 却 額 

○ヘ 
事業専 
用割合 

○ト（○ホ×○ヘ） 

必要経費算入額 未償却残高※２ 

   
年 月 

・ 
円 円 年 

 
/１２月 円 ％ 円 円 

   
年 月 

・ 
円 円 年 

 
/１２月 円 ％ 円 円 

※１ 平成１９年４月１日以後に取得した場合は○イの額、平成１９年３月３１日以前に取得した場合は○イ×０.９の額    ※２ 未償却残高が１円未満の場合は適用できません。 

≪専従者控除の内訳≫ 

専従者の氏名 
    個 人 番 号 （ マ イ ナ ン バ ー ） 

生年月日 続柄 同居・別居 従事月数・仕事の内容 控 除 額 
所 得 税 に お け る 
青 色 承 認 の 有 無 

 
・ ・  

□同居 
□別居  

円 

□有・□無             

 
・ ・  

□同居 
□別居  

円 

            
 
９ 分離課税所得                                  １３ 事業税に関する事項 
所得の種類 種 目 適用条文 ①収入金額（円） ②必要経費（円） ③特別控除（円） 所得金額（①-②-③）（円）  

非 課 税 所 得 な ど 
所得金額 
 

         円短 期 譲 渡        

長 期 譲 渡        損 益 通 算 の 特 
例 適 用 前 の 不 
動 産 所 得 金 額 

  
 
 

円 
 

株式・先物        

山林・退職        

１０ 寄附金税額控除に関する事項（領収書等が必要です。） 

 

事 業 用 資 産 の 
譲 渡 損 失 な ど 

資産の種類 
 
 

 

都道府県・市区町村に 
対 す る 寄 附 金 額 円 

県が条例で指定した法人等 
に 対 す る 寄 附 金 額 円 

 損失額・被災損失額（白） 
 

円  

住 所 地 の 共 同 募 金 会 ・ 日 
赤 支 部 に 対 す る 寄 附 金 額 円 

市が条例で指定した法人等 
に 対 す る 寄 附 金 額 円 

 前 年 中 の 開 廃 業 開始・廃止 月  日 

 
１１ 配当割額・株式等譲渡所得割額    １２ 所得金額調整控除に関する事項 
配 当 割 額 控 除 額 円 

 
氏 名

 
 生年月日 ・   ・ 続 柄 特別障害該当□有・□無 

株式等譲渡所得割額控除額 円 個人番号（マイナンバー）             住 所  

項 目    金  額（円） 項 目   金  額（円）  項 目   金  額（円） 項 目   金  額（円） 

収
入
金
額 

① 売 上 金 額  

必

要

経

費 

租 税 公 課   

収

入

金

額 

① 販 売 金 額  

必

要

経

費 

種 苗 費  

② 家 事 消 費 金 額  水 道 光 熱 費   ② 家 事 消 費 金 額  肥 料 費  

③ そ の 他 収 入  旅 費 交 通 費   ③  雑  収  入  農 具 費  

④ 計（①＋②＋③）  
通 信 費   

④小計（①＋②＋③）  
農 薬 費  

損 害 保 険 料   修 繕 費  

売
上
原
価 

⑤ 期 首 商 品 棚 卸 高  修 繕 費   ⑤ 期首農産物棚卸高  農 業 共 済 掛 金  

⑥ 仕 入 金 額  消 耗 品 費   ⑥ 期末農産物棚卸高  土 地 改 良 費  

⑦ 期 末 商 品 棚 卸 高     ○Ａ  計 
（④－⑤＋⑥） 

 
  

○Ａ  差引金額 
（④－⑤－⑥＋⑦） 

 
     

雑 費   
必
要
経
費 

雇 人 費  雑 費  

必
要
経
費 

給 料 賃 金  ○Ｂ必要経費計   小 作 料 ・ 賃 借 料  ○Ｂ  必 要 経 費 計  

減 価 償 却 費  ○Ｃ専従者控除額   減 価 償 却 費  ○Ｃ  専 従 者 控 除 額  

地 代 家 賃  所得金額（○Ａ-○Ｂ-○Ｃ）   租 税 公 課  所得金額（○Ａ-○Ｂ-○Ｃ）  



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の様式第１１の規定は、令和８年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し、令和７年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 


